
生活福祉課（福祉事務所）内で実施

委託事業者健康づくり課 生活福祉課

被保護者に係る健康診査結果の電子データ作成業務における個人情報の流れ

被保護者の
健康診査票（紙）
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⑤

被保護者の
健康診査票（紙） ③健康診査票(紙)の提供

被保護者の
健康診査票（紙）

④データの入力

庁舎内の区のパソコン

⑥CD-R等の作成

被保護者の
健康診査結果（電子データ）

⑦CD-R等の提出被保護者の
健康診査結果（電子データ）

業務パソコン

⑧健康診査結果（電子データ）の保存

被保護者の
健康診査票（紙） ⑨健康診査票(紙)の返却

・福祉事務所内で手渡し
・受渡し日時等の台帳管理

・健康づくり課に生活福祉課
職員が取りに行く。
・健康診査票(紙)は、印刷に

適していない薄紙であり、事
務の効率化のため、原本を
使用する。受渡しの際は、原
本に付番をし、枚数を複数名
で確認し、受渡し日時等を管
理台帳に記入する。
・提供は、１回限りとする。

⑤健康診査票（紙）の返却
・福祉事務所内で手渡し

・日々の業務終了後に返却
（持帰りの禁止）

・返却時には、置き忘れがな
いか区の職員が確認
・受渡し日時等の台帳管理

・区のパソコンを使用
・ID、パスワード認証
・アクセス制御
・ウィルス対策
・ログ監視

・パスワードの設定

②健康診査票(紙)の提供

・健康づくり課に生活福祉課
職員が返却しに行く
・受渡し日時等の台帳管理

被保護者は、健康づくり課か
ら送付された健康診査票
（紙）を病院に持参した上で
健康診査を受け、受診した
病院から健康づくり課に健
康診査票（紙）が郵送される。

健康診査を
実施した病院

電子データ化した健康診査結果を
基に、

・全国平均や都道府県のデータと比
較・分析を行い、地域の健康課題を
把握する。把握した地域の健康課題
は、被保護者健康管理支援事業の
今後の取組みにつなげる。
・効果的な指導対象者の抽出を行う。

鍵付きキャビ
ネットで保管

鍵付きキャビ
ネットで保管

・福祉事務所内で手渡し
・受渡し日時等の台帳管理

鍵付きキャビ
ネットで保管

鍵付き
キャビ
ネット
で保管

・ID・パスワード認証
・アクセス制御
・ウィルス対策
・ログ監視

①健康診査票(紙)の提供依頼（生
活保護法第２９条に基づく依頼）


